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 SafeworK 向上宣言

令和5年9月15日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、安全は、会社経営の基盤であることから、労働者

が安心して働くことのできる職場づくりを進めます。

１ 報告・連絡・相談を徹底します。

２ 保護具の着用を徹底し、安全作業を行わせます。

３ 作業打合せを密に行い、ヒューマンエラーを防止します。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行わない作業を

進めます。

１ 報告・連絡･相談を徹底し、作業間のコミュニケーションを図り、

安全と健康を守る作業所作りに取り組みます。

２ 保護具の着用を徹底し、安全作業に努めます。

３ 作業手順を遵守し、ヒューマンエラーを防止します。


